
安全安心コーナー安全安心コーナー地域包括支援センターだより

◇健康寿命とは
　健康寿命とは、平均寿命から寝たきり
や認知症などの介護状態を差し引いた
期間で、介護や人の助けを借りずに日常
生活の動作が１人ででき、健康的な日常
が送れる期間です。次の表をみると、平
均寿命と健康寿命に差があり、男性で
は約６年、女性では12年の開きがあります。
●平均寿命と健康寿命の差
(平成28年)

(内閣府平成30年版高齢社会白書)
◇健康寿命を延ばすためには
　厚生労働省では、｢健康寿命を延ばし
ましょう｣をスローガンに、スマート・ライ
フ・プロジェクトという取り組みを進めて
います。このプロジェクトでは、３つのア
クションと、健診・検診の受診を勧めて
います。
①｢適度な運動｣
　運動時の早歩きや掃除、庭いじりな
ど、日常生活の中で体の動きを増やすこ

とから健康生活に繋がります。
②｢適切な食生活｣
　いつもの食事にプラス一皿の野菜を
摂取することや、朝食をしっかり食べる
ことを推奨しています。
③｢禁煙｣
　たばこを吸うことは、健康を損ねるだ
けでなく、肌の美しさや若々しさを失う
ことにも繋がります。また、大切な人の
健康を害する｢受動喫煙｣に注意してく
ださい。
〈健診・検診の受診〉
　定期的な受診によって、生活習慣病
を防ぎ、より長く健康で自立した生活を
送っていくことが大切です。健診・検診
の受診後は結果を確認し、医療機関へ
受診が必要な場合は速やかに相談しま
しょう。
　高齢者の相談窓口として各種相談を
受け付けています。自宅等に訪問するこ
ともできますので、お気軽にご相談くだ
さい。
問地域包括支援センター
　☎０４７５(７０)０４３９
　在宅介護支援センターおおあみ緑の里
　☎０４７５（７３）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街
　☎０４７５（７０）１６６６

～健康寿命を延ばしましょう～
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（歳）
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87.14

72.14

74.79

健康寿命
（歳）

6.16

12.35

寿命の差
（歳）

　現況届を提出し、認定された
方および令和元年10月中に新規
で認定された方は、１月10日㈮に
２か月分（令和元年11月分・12月
分）、11月中に新規で認定された
方は１か月分（令和元年12月分）
の手当が指定口座に振り込まれ
ます。
　児童扶養手当証書（オレンジ
色）に記載してある金融機関の口
座にてご確認ください。
問子育て支援課児童家庭班
　☎０４７５(７０)０３３１

※敬称略

●今月の移動交番開設日
開設場所 開設予定日 開設時間

セブンイレブン
季美の森店

7日㈫ 14時～15時

22日㈬ 10時～11時30分

ケーヨーＤ２
大網永田店

14日㈫ 14時～15時

29日㈬ 14時～15時

主婦の店
大網店

  9日㈭ 10時～11時30分

28日㈫ 14時～15時

農村環境改善センター
いずみの里

9日㈭ 10時～11時30分

31日㈮ 10時～11時30分

みどりが丘
自治会館

15日㈬ 10時～11時30分

30日㈭ 14時～15時

ショッピングセンター
アミリィ

 6日㈪ 14時～15時

24日㈮ 14時～15時

大網白里市役所 15日㈬ 10時～11時30分

国保大網病院 16日㈭ 10時～11時30分

●合同パトロール予定
集合場所 実 施日 集合時間

白里小学校 17日㈮ 14時40分

瑞穂小学校 28日㈫ 14時40分

大網小学校 30日㈭ 14時15分

●対象となる方・配分金額
〈人的被害〉
　次の被害を受けられた方、またはご遺族

〈住家被害〉
　住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の
状況は「罹災証明書」の記載内容で確認します。

区　分 説　明 配分金額

死　亡 災害により亡くなられた方 30万円

重傷者 災害で１か月以上の治療が必要
な負傷をされた方 15万円

区　分 説　明 配分金額

全　壊
「全壊」と判定された世帯また
は被災者生活再建支援制度の
「解体」に該当する世帯

30万円

半　壊 「半壊」または「大規模半壊」
と判定された世帯 15万円

床上
浸水

床上浸水により「一部損壊」と
判定された世帯 ３万円

一部
損壊

「一部損壊」と判定された世帯
（床上浸水を除く） １万円

地区 氏名 担当地区 地区 氏名 担当地区
大網 飯 塚 　 正 則 小西.養安寺 山辺 水 島 　 陵 子 季美の森南3丁目.5丁目
大網 長 井 　 澄 子 南町(西部) 山辺 山 田 　 幸 代 南玉.池田
大網 安 田 　 淳 南町(東部) 山辺 長田　美和子 山辺地区(主任児童委員)
大網 鈴 木 　 久 江 本宿.新宿 山辺 板 倉 　 浩 子 山辺地区(主任児童委員)
大網 小笠原　資子 新田 増穂 土 屋 　 惠 子 富田南.富田北
大網 原 嶋 　 禮 子 笹塚 増穂 小倉　二枝江 星谷
大網 関 谷 　 光 行 浜宿(西) 増穂 高橋　美重子 南飯塚
大網 白 石 　 定 男 浜宿(東) 増穂 髙木　美智子 弥幾野(西部)
大網 䕃 山 　 絹 子 仏島 増穂 木 田 　 進 弥幾野(東部)
大網 堀 　 　 一 夫 堀畑.竹ノ下.北ノ谷.道塚 増穂 竹 内 　 幸 惠 弥幾野(南部)
大網 加 養 　 武 彦 前島.長峰.宮谷 増穂 倉 持 　 律 子 南横川(南).(北)の一部
大網 堀江　かづみ みどりが丘1丁目 増穂 北 田 　 直 子 南横川(北)の一部
大網 大 塚 　 正 枝 内谷.みどりが丘2丁目 増穂 小 口 　 敏 子 北飯塚
大網 武 田 　 尚 子 みどりが丘3丁目 増穂 永 野 　 和 子 わらび台
大網 渡 邊 　 慶 子 みどりが丘4丁目 増穂 束 原 　 久 代 柿餅.柳橋の一部
大網 矢 部 　 春 美 九北.新堀.双葉区 増穂 星野　八千代 北横川.上貝塚
大網 加 藤 　 利 一 福田 増穂 若林　益裕美 富田東
大網 鳰川　八重子 大網地区(主任児童委員） 増穂 碓 井 　 泰 博 木崎
大網 石田　千江子 大網地区(主任児童委員） 増穂 石 井 　 正 充 柿餅の一部.柳橋(東部)
瑞穂 大 村 　 賢 三 永田1区.2区.ながた野1丁目 増穂 大 木 　 啓 二 柿餅の一部.柳橋(西部)
瑞穂 野 村 　 一 郎 永田3区.4区.ながた野1丁目 増穂 板 倉 　 幸 子 清名幸谷(南).(北)
瑞穂 白 石 　 勝 信 ながた野2丁目 増穂 原 　 正 子 上谷新田
瑞穂 𠮷 田 　 和 美 宮崎.小中 増穂 松 本 　 美 幸 増穂地区(主任児童委員)
瑞穂 星 見   和 子 平沢.萱野.砂田.神房 白里 野 老 　 一 輝 北吉田.桂山.九十根
瑞穂 半 田 　 晴 男 駒込7区.みずほ台1丁目(東) 白里 𠮷 田 　 貞 子 長国.下ケ傍示
瑞穂 齊 藤 　 政 枝 みずほ台1丁目(南) 白里 市 東 　 令 子 清水.細草6区
瑞穂 駕 谷 　 良 子 みずほ台2丁目(北) 白里 石田　いち子 細草7区
瑞穂 安部　有輝子 みずほ台3丁目 白里 片 岡 　 久 江 細草8区
瑞穂 内山　眞美子 みずほ台2丁目(南) 白里 齋 藤 　 幸 男 南今泉1区.2区
瑞穂 内山　佐智子 駒込15区(東部) 白里 八 ⻆ 　 榮 子 南今泉三南
瑞穂 内 山 　 　 操 駒込15区(西部) 白里 根本　美英子 南今泉三中
瑞穂 片 岡 　 茂 紀 駒込15区(南部) 白里 小 倉 　 浩 南今泉三北
瑞穂 今 井 　 隆 男 経田.みやこ野マンション 白里 内 山 　 眞 次 北今泉南汐浜
瑞穂 本 間 　 誠 一 みやこ野1丁目.2丁目 白里 田 村 　 一 幸 北今泉中汐浜
瑞穂 笠原　八重子 大あみハイツ 白里 市東　眞理子 北今泉北汐浜
瑞穂 瀧 本 　 和 美 瑞穂地区(主任児童委員) 白里 糸 日 谷 　 正 北今泉5区(東)
瑞穂 鈴 木 　 慶 子 瑞穂地区(主任児童委員) 白里 上 代 　 幸 夫 北今泉5区(西)
山辺 安井　與喜久 金谷1区.旧駅前 白里 内 山 　 珠 代 四天木9区.10区
山辺 佐 瀨   幸 一 大竹 白里 髙 中 　 幸 子 四天木下谷.下浜
山辺 沖田　いく子 金谷2区.4区.餅ノ木 白里 片 岡 　 　 孝 四天木日の本.中浜
山辺 板 倉 　 政 雄 金谷3区.金谷5区.沓掛 白里 紅谷　三喜男 四天木妙見
山辺 黒 川 　 綾 子 季美の森南1丁目 白里 髙 山 　 義 則 四天木堀川.南浜原.新栄
山辺 小 池 　 秀 雄 季美の森南2丁目(西部) 白里 鈴 木 　 恵 子 白里地区(主任児童委員)
山辺 加 藤 　 朋 久 季美の森南2丁目(東部) 白里 四之宮　英美子 白里地区(主任児童委員)
山辺 西野　惠美子 季美の森南4丁目
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　千葉県警察年頭視閲は、年頭にあたり県
民の安全安心を担う警察官の整列行進など
を千葉県警察本部長が視閲し、厳正な規律
の保持と士気の高揚を図る式典です。
　視閲では、パトカーや白バイをはじめ、普
段は見ることのできない警察の特殊車両を
見ることができるほか、視閲終了後は幕張
メッセ正面広場にてパトカー・白バイの体験
乗車や写真撮影などをお楽しみいただけます。
　当日は自由にご覧いただけますので、ご家
族やご友人をお誘い合わせの上、ご来場く
ださい。
▶日時＝１月15日㈬10時10分～11時30分
（開場９時45分）
▶会場＝幕張メッセイベントホール（千葉市
美浜区中瀬２－１）入場無料
問千葉県警察本部警務部警務課
　☎０４３（２０１）０１１０
　東金警察署生活安全課
　☎０４７５（５４）０１１０

令和２年千葉県警察年頭視閲
東金警察署管内安全安心キャラクター
「とうがめくん」

　台風15号、19号および10月25日の大雨により被災され
た方に対して、県内外の皆さんから寄せられた義援金を、
千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準に
より配分します。
※千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義
　援金は、その全額を被災者の皆さんにお届けしています。

　１月６日㈪から罹災・被災証明書の受付
窓口が税務課から安全対策課へ変更とな
ります。
問安全対策課消防防災班
　☎０４７５(７０)０３０３

　東金税務署では、次のとおり台風等の
災害で被害を受けられた方を対象に、所
得税および復興特別所得税の確定申告
書に添付する「雑損控除額の計算書」の
作成に関する説明会を開催します。
▶日時＝１月20日㈪
〈午前の部〉説明会＝９時～９時30分
　　　　　個別相談＝９時30分～12時
〈午後の部〉説明会＝13時～13時30分　
　　　　   個別相談＝13時30分～17時
▶会場＝中央公民館２階講義室、談話室
▶持ち物
①罹災（被災）証明書（原本または写し）
②被害を受けた資産の明細（資産内容、
取得時期、取得価額等）が分かるもの 
③被害を受けた資産の取り壊し費用、除去
費用その他これに類する費用で、被害に関
連して支出した金額の明細の分かるものと
その領収書 
④被害を受けたことによって受け取る保
険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額
が分かるもの
▶注意
・会場の席数および駐車場には限りがあります。
問東金税務署個人課税部門
　☎０４７５（５２）３１２１

　台風等の被害により課税されている家
屋を取り壊した場合は、罹災・被災証明書
を申請されていても、家屋滅失届の提出
が必要になります。
　詳細は問い合わせください。
問税務課資産税班
　☎０４７５(７０)０３２２

　台風15号、19号および 10月 25日の大雨により、お住まいの住
宅が「一部損壊（罹災証明による）」の被害を受け、その修繕工事
に 30万円以上かかる場合、費用の一部を補助します。

① 申　　　  請 次の書類を提出してください。
①申込書※　②被害のわかる写真（遠景・近景）
③罹災証明書（写し）　④資力に係る申出書※
　・④は、自ら修理することが困難である理由を申し出
　　る書類です。
　・収入を証する書類等の添付は不要です。

②見積書提出 修理業者に次の書類を作成してもらい、提出してください。
①修理見積書※
②耐震性等の向上に資する補修確認書※

③ 工 事 契 約 修理業者と契約し、工事に着手してください。
（既に着手済または完了後であっても必要書類が整えられれば　 
対象となります。）

④工事完成時 工事完成後、次の書類を提出してください。
①実績報告書※　②契約書の写し　③領収書の写し
④施工前の写真　⑤施工中の写真　⑥施工後の写真

⑤請求書提出 工事完成書類提出後、請求書※を提出してください。
※印については、ホームページで書類がダウンロードできます。

　台風15号および19号等で被害を受けたビニールハウ
ス等の農業用施設（農機具含む）の修繕等に国からの支
援が実施される予定です。
　支援を希望される方の相談窓口を、１月10日㈮まで延
長しましたので、被災した施設等の状況が分かる写真
（遠景、近景）、修繕等に係る見積書を持参（見積書が
ない場合は概算額を提示）の上、農業振興課にご報告く
ださい。
※借りている農業用ハウス、農業用機械等の修繕・再建
　も対象となりました。
　詳細は問い合わせください。
問農業振興課農政班　☎０４７５（７０）０３４５

　台風15号、19号および10月25日の大雨により損害を受けた住宅に代わ
る住宅の購入、補修等に係る資金を金融機関から借り入れた場合に、利
子の一部を補給します。
▶対象限度額＝10万円以上５００万円以下
▶補助金の額＝借入金残高に対する利子（２％を上限）に相当する額
▶利子補給期間＝５年間
　条件等の詳細は問い合わせください。

◇手続きの流れ

○対象となるもの
自己が居住する住宅
※倉庫、小屋、物置、カーポート、
　外構、家具、家電などは対象外
　となります。

○対象工事　※対象工事費30万円以上
日常生活に最低限必要な部分の工事
例）被災した住宅の屋根や外壁等

○支援額
対象となる工事費の 20％
（最大50万円の支援）
・対象工事費が200万円の場合
　200 万円 ×20％＝40万円

○申込期間・場所
・1月 20 日㈪～31日㈮
　中央公民館　特設会場にて
・2月 3日㈪～
　都市整備課　窓口にて

○受付時間（月～金）
・9時～11時 30 分、13時～16時

○日曜窓口
1 月 26 日、2月 2日に限って、上
記受付時間帯に中央公民館の特設会
場で、受付を行いますので、ご利用
ください。

○予約について
・１月 7日㈫より予約を開始します。
（窓口は混雑が予想されますので、事前に予約すると、
当日待ち時間が少なく、ご案内できます。）

上
が
り
医
療
費
の
適
正
化
や
、国

民
健
康
保
険
税
の
上
昇
の
抑
制
に

繋
が
り
ま
す
。

▼
対
象

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

て
、当
該
年
度
３
月
31
日
時
点
で

40
歳
か
ら
74
歳
の
方

・
当
該
年
度
に
勤
務
先
の
健
康
診

断
を
受
け
た
方
や
、
市
の
健
診

（
集
団
・
個
別
）以
外
で
検
査
を

し
た
方

▼
提
出
す
る
も
の

①
健
診
結
果
の
写
し

②
受
診
票（
紛
失
等
に
よ
り
お
手

元
に
無
い
場
合
は
、市
民
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

▼
提
出
方
法
＝
市
民
課
国
保
班
に

直
接
提
出

問
市
民
課
国
保
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
「
お
薬
手
帳
」
と
は
、
過
去
に

病
院
等
で
処
方
さ
れ
た
薬
の
記
録

を
ま
と
め
る
た
め
の
手
帳
で
す
。

　
薬
の
重
複
服
用
を
防
い
だ
り
、副

作
用
や
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
等
の
情
報

を
知
ら
せ
る
こ
と
で
、適
切
な
治

療
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、正
確
な
情
報
を
提
供
す

る
た
め
に
、お
薬
手
帳
は
一
冊
に

ま
と
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
細
は
か
か
り
つ
け
の
調
剤
薬

局
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
上
手

に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発

医
薬
品
）と
は
、新
薬
（
先
発
医

薬
品
）の
特
許
が
切
れ
た
後
、厚

生
労
働
省
の
承
認
を
得
て
、別
の

会
社
が
同
じ
主
成
分
、効
能
で
作

っ
た
薬
で
す
。薬
の
研
究
開
発
費

が
か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、新
薬

と
比
較
す
る
と
割
安
と
な
り
ま
す
。

※

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

　
す
る
に
は
、処
方
せ
ん
が
必
要

　
で
す
。
お
薬
手
帳
を
活
用
し
、

　
医
療
機
関
等
の
医
師
や
調
剤

　
薬
局
の
薬
剤
師
に
ご
相
談
く

　
だ
さ
い
。

問
市
民
課
国
保
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い

る
方
同
士
で
、介
護
の
悩
み
や
困

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
語
り
合
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
認
知
症
カ
フ
ェ

で
は
認
知
症
の
方
の
参
加
も
歓
迎

し
て
い
ま
す
。市
外
在
住
の
方
も

参
加
で
き
ま
す
の
で
、お
誘
い
合

わ
せ
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
１
月
９
日
㈭
13
時
30
分

〜
15
時

▼
会
場
＝
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
支
援
事
業
所
か
き
つ
ば
た

「
カ
フ
ェ
か
き
つ
ば
た
」

▼
内
容
＝
認
知
症
の
個
別
相
談
、

参
加
者
同
士
の
交
流

▼
対
象
＝
認
知
症
の
方（
疑
い
を

含
む
）を
介
護
し
て
い
る
方

※

個
別
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は

　
予
約
制
と
な
り
ま
す
。
希
望

　
さ
れ
な
い
場
合
は
事
前
連
絡

　
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
４
３
９

　
　
０
４
７
５（
７
０
）１
０
９
３

　在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　お
お
あ
み
緑
の
里

　
☎
０
４
７
５（
７
３
）５
１
４
６

　在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
杜
の
街

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）１
６
６
６

　
認
知
症
医
療
に
関
す
る
正
し

い
知
識
の
普
及
啓
発
推
進
の
た
め
、

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
に
よ
る
講

演
会
を
開
催
し
ま
す（
申
し
込
み

不
要
）。

▼
日
時
＝
１
月
30
日
㈭
14
時
〜

15
時
30
分

▼
会
場
＝
保
健
文
化
セ
ン
タ
ー
３

階
ホ
ー
ル

▼
内
容
＝「
認
知
症
な
ん
て
こ
わ
く
な

い
！
〜
認
知
症
の
予
防
に
つ
い
て
〜
」

　
医
療
法
人
社
団
優
仁
会
ポ
プ

ラ
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
　
鈴
木 

秋

彦
氏（
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
）

▼
対
象
＝
一
般
市
民

▼
参
加
費
＝
無
料

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
４
３
９

ね ん き ん ナ ビ

　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活
を、現役世代のみんなで支える制度です。若いときに公
的年金に加入して保険料を納めることで、「年をとった
とき」、「病気やケガで障害が残ったとき」、「家族の働き
手が亡くなったとき」に年金を受け取ることができます。
◇ポイント
①将来の大きな支えです
　国民年金は、20歳から60歳まで加入し、保険料を納
める制度です。国が責任をもって運営し、年金の給付は
生涯にわたって保障されます。
②老後のためだけではありません
　国民年金は、年をとったときの「老齢年金」のほかに、
病気や事故で障害が残ったときに受け取れる「障害年
金」、加入者が死亡した場合にその加入者により生計
を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け

取れる「遺族年金」があります。
◇学生納付特例制度と納付猶予制度
▶学生納付特例制度
　学生で、本人の所得が一定額以下の場合に国民年
金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学
生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校
（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日
本分校に在学する方です。
▶納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、本人と配偶者の所得
が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。
問千葉年金事務所　☎０４３（２４２）６３２０
　市民課高齢者医療年金班　☎０４７５（７０）０３３６

～新成人の皆さんへ～20歳になったら国民年金

　民生委員・児童委員は、社会福祉の
精神をもって、常に住民の立場に立っ
て相談に応じ、必要に応じて支援を行
うボランティアです。
　３年間の任期満了に伴う民生委員・
児童委員の一斉改選が行われ、新た
に89人が厚生労働大臣から委嘱され
ました。
　生活の心配ごとや困りごとなどがあ
りましたら、お気軽に相談ください。
▶任期＝令和元年12月１日～令和４
年11月30日
問社会福祉課社会福祉班　☎０４７５（７０）０３３０

▲地域の方から「いつも見守り活動をし
　ていただいて感謝しています」との声
　が寄せられています。

問都市整備課営繕室　☎０４７５（７０）０３６６

問都市整備課営繕室　☎０４７５（７０）０３６６

　詳細はホームページをご覧ください。
問社会福祉課社会福祉班　☎０４７５（７０）０３３０

千葉県災害義援金について

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
（被災農業者支援型）

被災住宅修繕緊急支援制度の受付を開始

住宅修繕緊急
支援事業について

災害復興住宅資金利子補給金のお知らせ

罹災・被災証明書の受付窓口が変更

所得税および復興特別所得税の
雑損控除・災害減免制度説明会

台風被害により家屋を取り壊した場合

新しい民生委員・児童委員を紹介 他
の
健
診
を
受
け
た
方
へ

〜
健
診
結
果
の
提
示
に
ご
協
力
を
〜

お
薬
手
帳
を
持
ち
ま
し
ょ
う

認
知
症
講
演
会
を
開
催

台風および豪雨被害に関する支援情報のご案内

あ
ん
と
ん
ね
ぇ
さ
〜

「
九
十
九
里
地
域
認
知
症
家
族
の
会
」in
大
網
白
里
市

児童扶養手当を
受給されている方へ
～１月は児童扶養手当の支払期～
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